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化として捉えるのは、むしろ今現実空間で生活

している子どもの状態や思いを無視してしまう

ことになりはしないだろうか。 

今回の実験結果も、まさにこの延長上にある

と考えている。 

子どもの推論に関しての研究も、これまでは

いわゆるピアジェ及びピアジェの研究を基本的

枠組みとする研究 － 学習者の過去経験が全く

使いようがない状況及び課題を選んで行う研究 

－ であった。しかし、彼らを取巻いている日常

で研究を行うことこそが重要なのである。彼ら

は、そのような状況でしか本当の認識力を見せ

てはくれないのである。 

ある課題を教育の対象とする場合、「それは

現実にはどのような状況で位置づいているのか、

何を実際的課題として配慮していけばいいのか」

を現実的な場面で考えていくことこそ、子ども

の学習支援にとって極めて重要な要素と言えよ

う。まさにそのことを、今回の一連の実験結果

は示しているのではないだろうか。 
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包括的な子育て支援体制における電話相談の役割 

～「子育てなんでも相談センターきらきら」の実践から～ 
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子育て支援の充実が求められる今日、電話を利用した子育て相談は、行政窓口を始めと

して、多様な場や機会を活用して行われてきた。電話相談は匿名性、相談へのアクセシビ

リティの改善、即時性といった特徴があり、保護者をはじめとする相談者にとっては、相

談そのものへのハードルを下げることができる。子育て環境の厳しさを受けて、妊娠期か

らの切れ目のない包括的な子育て支援施策展開が目指されている。現在展開されている子

育て支援サービスは、この包括的な支援体制のなかで、どのような役割を果たすのか、そ

の位置づけが問われる時代となっている。電話相談も例外ではない。そこで本論では、電

話相談が果たす役割を明らかにするために新潟市で取り組まれている「子育てなんでも相

談センターきらきら」（以下「きらきら」）の実践を取り上げる。「きらきら」の特徴は、①

相談を対象となる子どもの年齢や内容で区切らないこと、②相談を受けるコーディネータ

ーを支える運営委員会の存在、③相談者の状況に応じて、関係機関との連携による支援、

が挙げられる。本研究では特に、①の特徴が包括的な子育て支援体制のなかで果たす役割

について明らかにすることを目的とした。結果、①電話相談が持つ匿名性、即応性を必要

とする相談ニーズの表面化、②子ども期全体をカバーする窓口の必要性、③社会状況を反

映した柔軟な相談対応が明らかになった。研究結果から、「きらきら」のような電話相談が、

包括的な子育て環境の形成に一定の役割を果たしていると言える。 
 
キーワード：地域子育て支援、電話相談、子育て包括支援体制 

 

はじめに 

 人生や生活において、悩みや困りごと、不安

が生じた時、誰かに話すことで解決につなげる

という方法がある。その話す方法も、相談した

い内容を直接話すという面接方法もあれば、間

接的に何らかの媒体を通じて相談する方法があ

る。今日では、メールや SNS などもそのような

方法として活用されている。相談方法のひとつ

として、電話相談がある。電話相談には、「匿

名性、相談へのアクセシビリティの改善、即

時性」(安藤 1991:2)等、相談者と面談しての

相談とは違うメリットがあり、その特性を活か

した相談手段のひとつとして活用されてきた。 

 子育ての分野でも電話相談は活用されており、

子育てに関する行政担当窓口や、地域子育て支

援拠点事業など、多様な場での電話相談が展開

されている。また、その相談体制も、子育てに

関する他事業との組み合わせで展開していると

ころもあれば、電話相談を主たる活動として展

開しているところもある。 

 このように電話相談は、その特性を活かして、

子育て支援の一端を担ってきている。その一方

で、子どもへの虐待件数の増加に象徴されるよ
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うに、子どもにとって適切な養育環境の保障が

困難な時代となっていることから、子育てに関

する相談を受け付ける機関やその体制は整えら

れつつある。平成 16 年度の児童福祉法改正では、

市町村が子育て相談の第一義的窓口として位置

づけられた。平成 28 年の児童福祉法等の改正で

は、母子健康包括支援センターの設置が母子保

健法に位置づけられ、令和 2 年度末までに、各

市町村での設置義務が課されている。母子健康

包括支援センターは、その名称が示すように「包

括支援」を目的とした相談窓口であり、妊娠期

から子育て期（おおむね就学前）にいたる切れ

目のない支援を目的としており、母子健康手帳

発行時に、情報提供、アセスメントを行い、必

要に応じて支援プランを作成、各種の子育て支

援サービスにつなげる役割を担っている。 

 このように包括支援を核とした子育て相談体

制が整えられつつあるなかで、電話相談が果た

す役割について、明確にされることはなかった。

安藤(1991)は、電話相談の経験が「町づくり地

域づくりに生かされるようにならなければなら

ない」と指摘しているものの、そのような観点

でまとめられている研究は散見される状況にな

い。電話相談に関する研究は寄せられた相談内

容の分析及び実践報告が主である（森川ら

(2016)、加藤ら(2019)等）。 

 本論では、子育て包括支援体制が整いつつあ

るなかで、電話相談が果たす役割を明らかにす

ることを目的とする。ここでは、子育てにおけ

る電話相談として「子育てなんでも相談センタ

ー きらきら」（以下、「きらきら」）の実践

を取り上げる。「きらきら」はその役割を①総

合相談機能②連絡調整機能③調査研究事業④情

報共有機能としており、子どもの年齢・相談種

別を問わない、利用者主体の総合的な相談機能

だけでなく、情報提供・連絡調整をはじめとす

るソーシャルワーク機能を持ち合わせていると

ころに特徴がある。 

 

1）立ち上げの経緯 

2007 年あたりから、新潟市社会福祉協議会

（以下、「新潟市社協」）に寄せられる子育て

相談のなかに「出産後、退院してから主人と交

代で赤ちゃんを抱きっぱなしです。布団に寝か

せることができないんです」「子育ての相談を

誰にしたらいいのかわからない」といった声が

届くようになった。当時の子育て支援担当者が、

子育て中の家庭が地域で孤立・孤独な状況に陥

っているのではないか、このような声は、新潟

市社協だけでなく、他の子育て支援団体でも同

様の声が届いているのではないか、という問題

意識を持ったことをきっかけに、新潟市内にネ

ットワークを立ち上げた。それが子育てに関わ

る NPO 団体、行政、大学研究者が参加する「子

育ち助け愛ねっと」である。ネットワークに参

加する団体を対象に、子育てに関わる団体での

実態調査を行った。その結果、カウンセリング

機能に加えて、コーディネーター機能があるワ

ンストップ相談窓口の必要性が明らかになった。

この結果に基づき、2010 年 4 月に「きらきら」

を新潟市社協に開設した。新潟市社協の自主事

業として創設し、新潟市から補助を受けながら

運営をしている。 

 「きらきら」は電話相談の窓口であると同時

に、先にあげた調査結果から、ワンストップで

受けた相談を関係機関等とつながることを重視

し、支援者間の顔の見える関係づくりを目的と

した「新潟市全域の子育て支援団体のゆるやか

なネットワーク（通称「こゆるねっと」）を立

ち上げた。開設より、年に２回、学習会と情報

交換会を開催してきた。 

 

２）概要 

 「きらきら」での相談体制は、以下のとおり

である（図１）。 

 出典：図 1 及び図 2 と同じ 

 

図 1 「きらきら」相談の流れ 
出典：「子育てなんでも相談センターきらきら 活動実

績分析 中間報告～子どもたちに未来を届ける～」子育

てなんでも相談センターきらきら調査研究事業チーム 

2018 より 

 

電話相談が主であるが、メールや FAX 等での相

談にも対応している。相談を受けるコーディネ

ーターが２名配置されており、いずれも子ども

に関する資格を有している。相談内容について

は、コーディネーター同士で共有することで、

いずれが対応しても対応することが出来るよう

にしている。相談内容については、相談記録の

他に「業務報告書」として、コーディネーター

があらかじめ設定された項目に従って、相談内

容の整理を行っている。 

 

「きらきら」の特徴は、以下の 3 点にある。 

 一点目は、「子育てなんでも」という名称で

も明らかなように、対象を子どもの年齢や相談

内容等で区切っていないことである。既存の子

育て相談窓口は、どちらかというと、子どもの

年齢か相談内容等で区切られていることが多く、

相談者が自らの判断で、抱える悩み事に応じて

窓口を選択することを余儀なくされている。子

育ての悩みや不安を抱える保護者等が、自らの

相談内容に適した窓口を常に選択できるとは言

い切れない。相談したいことをどこで聞けばい

いのか、と悩む保護者等にとっては「なんでも」

というフレーズは、心強く、相談につながりや

すい効果をもたらしている。また、子育て相談

は、いつも深刻な内容ばかりではない。ちょっ

とした情報提供を期待することや、自らの子育

て方法への確認といった内容も含まれてくる。

「なんでも」というフレーズはここにも活かさ

れる。保護者等が「相談」とまで受け止めては

いないが、誰かに確認したいという内容なども

「きらきら」には寄せられ、対応している。ま

た「きらきら」には、子育てやその他の関係機

関から、情報提供を目的とした相談も寄せられ

ている。直接的な子育て中の人たちばかりでは

なく、多様な相談者に対応しているのが一つ目

の特徴である。 

 二点目は、コーディネーターの孤立を防ぐこ

とを目的とした運営体制である。設立当初から、

相談・調整を担当するコーディネーターを支え

る仕組みとしての「運営委員会」を設置したこ

とである。開設時より隔月で実施されている「運

営委員会」では、コーディネーター2 名がまと

めた「業務報告書」に基づき、寄せられた相談

の全体的な傾向が確認される。この「業務報告

書」は、「相談者の属性」「相談者の内容」「対

応方法」の３つの観点からまとめられたもので

あり、コーディネーターは、相談のプロセスの

中で明らかとなった内容を元に、データ化をし

ている。その内容については、常に２名で検討

を行い、客観化を図ることを意識している。運

営委員会は、寄せられた相談内容の精査や専門

的知見からのアドバイス等を行うことで、相談

の最前線に立つコーディネーターを孤立させな

い、チームで対応する仕組みを整えてきた（図２）。 

 

 
    図２ 運営委員会の仕組み 

出典：図 1 と同じ 

 

この組織があることで、コーディネーターは

日々受ける相談内容に応じて、適宜運営委員会

のメンバーである専門職への相談も行うことが

でき、メンバーの臨床心理士から相談対応につ

いてのスーパーバイズを受けることも可能とな

っている。 

 三点目は、他の社会資源とのネットワークを

用いた支援の展開である。「きらきら」では、

相談内容によっては、情報提供や相談者の受

容・共感という心理的サポートにとどまらず、

他機関につなぐ役割を担っている。特に相談者

の心身状況への懸念や子どもの安全確保への見

通しが不透明な場合など、相談者やその子ども

へのリスクを感じ取った時には、相談者の了承

を得たうえで、関係機関に相談者の情報提供を

行っている。その後の支援は、関係機関を核と

して行われることが多いが、「きらきら」がそ

の支援を受ける相談者のサポートを行うことも

ある。 

 以上の三点から「きらきら」は多様な相談を

組織内ネットワークと、地域の社会資源との組
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括支援」を目的とした相談窓口であり、妊娠期
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発行時に、情報提供、アセスメントを行い、必

要に応じて支援プランを作成、各種の子育て支

援サービスにつなげる役割を担っている。 
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制が整えられつつあるなかで、電話相談が果た

す役割について、明確にされることはなかった。

安藤(1991)は、電話相談の経験が「町づくり地

域づくりに生かされるようにならなければなら

ない」と指摘しているものの、そのような観点

でまとめられている研究は散見される状況にな

い。電話相談に関する研究は寄せられた相談内

容の分析及び実践報告が主である（森川ら

(2016)、加藤ら(2019)等）。 

 本論では、子育て包括支援体制が整いつつあ

るなかで、電話相談が果たす役割を明らかにす

ることを目的とする。ここでは、子育てにおけ

る電話相談として「子育てなんでも相談センタ

ー きらきら」（以下、「きらきら」）の実践

を取り上げる。「きらきら」はその役割を①総

合相談機能②連絡調整機能③調査研究事業④情

報共有機能としており、子どもの年齢・相談種

別を問わない、利用者主体の総合的な相談機能

だけでなく、情報提供・連絡調整をはじめとす

るソーシャルワーク機能を持ち合わせていると

ころに特徴がある。 

 

1）立ち上げの経緯 

2007 年あたりから、新潟市社会福祉協議会

（以下、「新潟市社協」）に寄せられる子育て
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図 1 「きらきら」相談の流れ 
出典：「子育てなんでも相談センターきらきら 活動実

績分析 中間報告～子どもたちに未来を届ける～」子育

てなんでも相談センターきらきら調査研究事業チーム 

2018 より 
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出典：図 1 と同じ 

 

この組織があることで、コーディネーターは
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織外ネットワークという重層的なネットワーク

の中で受理し、カウンセリング機能とソーシャ

ルワーク機能を生かした支援を展開することで、

提供するサービスの質を保障している。 

 

３）新潟市における施策展開～「妊娠・子育て

ほっとステーション」の開設 

 一方、「きらきら」開設後、所在する新潟市

においても、子育て支援施策の充実が図られて

きた。子育て相談については、従来の相談窓口

に加え、平成 28 年度に各区に「妊娠・子育てほ

っとステーション」を開設、翌年度には保健師・

助産師等の専門職が担当する、マタニティ・ナ

ビゲーターを配置し、妊娠期から子育て期に至

る包括的な相談窓口を運営している。「妊娠・

子育てほっとステーション」では、子育てに関

する情報提供を行うと同時に、相談に応じるこ

とで、必要に応じて関係機関との連携を行い、

サポートを行っている。「妊娠・子育てほっと

ステーション」は国の利用者支援事業（母子保

健型）に位置づけられており、切れ目のない支

援体制を目的として設置されている。 

 

方 法 

以上、「きらきら」の電話相談としての特徴

を踏まえた上で、本論では「きらきら」に寄せ

られた子育て相談の分析を行うことで、「きら

きら」が子育て支援体制のなかで果たしている

役割を明らかにする。特に本研究では、「きら

きら」の特性である、子どもの年齢・相談内容

を区切らないことがもたらす結果について明ら

かにする。 

1）分析対象 

 「きらきら」開設 3 年目となる平成 24 年度か

ら平成 30 年度に寄せられた相談内容をまとめ

た各年版の報告書に基づく記載内容とする。3

年目からの情報を対象とするのは、平成 22 年

度・平成 23 年度の報告書は一体的にまとめられ

ており、年度で区切ることが困難なためである。 

2）分析方法 

 各年度の報告書に基づき、経年変化を追う。 

3）分析項目 

 「のべ相談件数」「相談方法」「1 件あたり

の相談時間」「相談者」「（相談したい）子ど

もの年齢」「相談主訴」「（相談主訴のうち）

『不安・悩み・いらだち』の詳細」を取り上げ

る。 

4）倫理的配慮 

 本研究においては、新潟県立大学倫理委員会

の承認を得ている（NO.1902）。 

 

結 果 

1．のべ相談件数（図３） 
 開設当初の 4 年間より、ここ３年間での相談

件数が上昇している。 
 
2，相談方法（図４） 
「きらきら」は開設当初から電話相談だけでな

く、メールや FAX 等でも対応しているが、主た

る相談方法は、電話となっている。わずかでは

あるが、来所相談も生じている。 
 

図３ のべ相談件数 

 

3．1 件あたりの相談時間（図５） 
 「10 分未満」の相談が最も多くなっている。

「10 分以上 20 分未満」も加えると、7 割近くが

比較的短時間の相談であることがわかる。一方、

長時間の相談は年々減少している。 
 

4．相談者（図 6） 
 子どもからみた相談者のうち、明らかになっ

たもののみである。「妊婦」も含めると「母」か

らの相談が 9 割を占めている。関係機関は開設

当初から年々減少していることがわかる。 
 

図５ １件あたりの相談時間 

図６ 相談者 

図４ 相談方法 
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7．（相談主訴のうち）「不安・悩み・いらだち」

の詳細（図 9） 

 相談内容のうち、「不安・悩み・いらだち」

について、より詳細に確認すると図 9 の通りで

あった。平成 28 年度を境に「子育て不安・疲れ・

いらだち」が占める割合が減り、「子どもの心

身状況」及び「親・家族の精神不安」が占める

割合が高くなっていることが明らかである。 

 

考 察 

 以上、「きらきら」に寄せられる子育て相談の

内容を経年的にまとめた結果、以下のことが明

らかとなった。 
①匿名性・即応性へのニーズの表面化 
 のべ相談件数の推移をみると、減少傾向にあ

るように見えるものの、一定数の相談件数が寄

せられている。子ども数の減少が著しい今日、

大きな減少傾向もなく相談が寄せられているこ

とから、「きらきら」が存在することで、匿名性・

即応性に応じる子育て相談ニーズの存在とその

表面化に寄与していることがわかる。 
加えて、「きらきら」の認知度の高まりがあ

る（図 10）。 

 
図 10 新潟市民における「きらきら」認知度 

出典：図 1 及び図 2 と同じ 

 
運営主体である新潟市社協及び新潟市が、リ

ーフレットの作成や新潟市の子育て情報誌「Ｓ

ＫＩＰ」等に掲載する等を通じて、積極的に広

報活動していることもある。平成 28 年度の相談

件数増加の背景には、同年に新潟市社協が「き

らきら」を広報するカードを小学校に配布した

ことが推察される。保護者等に情報が伝わるこ

とで、相談できる場への認知が高まり、ニーズ

が掘り起こされていることがわかる。 

②子ども期全体をカバーする対応 
 相談したい子どもの年齢の結果から、青年期

まで含めた子ども期をカバーしていることが明

らかになった。既存の子育て相談窓口は、就学

前と学童期、学童期と青年期で分断されている

ものが多い中で、「きらきら」は子どもの年齢を

青年期まで連続的に対応していることで、子ど

も期全体をカバーすることが可能となっている。 
子育て相談は、保護者等にとって決してハー

ドルの低いものではない。保護者は、子育て相

談を「特別なこと」を受け止める傾向があり、

日常の子育てで生じることを他者に話すことを

「相談」とは受け止めない傾向にある（小池ら

2018）。ハードルの低い、相談内容を区切らない

「きらきら」は、相談者にとって、身近で利用

者主体で利用することが可能な相談窓口として

機能していることがわかる。 
③社会状況を反映した柔軟な相談対応 
 相談内容のうち「不安・悩み・いらだち」が

占める割合の高さに加えて、その詳細を確認す

ると相談者の不安や悩み、いらだちの背景にあ

ることが推察される「子どもの心身状況」及び

「親・家族の心身状況」が一定の割合を占める

ようになっていることが明らかになった。子ど

もの発達に関する不安の高まり、親自身の心身

状況が不安定ななかでの子育てが起きているこ

とが明らかである。いずれも今日的課題であり、

制度の充実を図りつつあるのが現状である。「き

らきら」は、社会状況に応じて生じている相談

に柔軟に応じ、その対応が整うまでの期間の隙

間を埋める役割を果たしているとも言えるだろ

う。 

結 語 

 包括的な子育て相談体制が整いつつあるなか

で、電話相談は相談者に身近な相談窓口として

機能することが可能であり、相談体制全体を俯

瞰したときには、このような位置づけの相談機

関があることで包括支援が可能であることが明

らかになった。 
 

今後の課題 

本研究では、「きらきら」の機能の一つであ

 

5．（相談したい）子どもの年齢（図 7） 
 乳幼児の相談が多いものの、小中学生の子ど

もの相談が一定の割合を占めていることがわか

る。 

6．相談主訴（図８） 
 最も多いのは「悩み・不安・いらだち」であ

る。開設当初生じていた「虐待」「障がい関係」

は年々減少している。 

図７ （相談したい）子どもの年齢 

図８ 相談主訴 

図９ 相談主訴「悩み・不安・いらだち」の詳細 
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図９ 相談主訴「悩み・不安・いらだち」の詳細 
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あった。平成 28 年度を境に「子育て不安・疲れ・

いらだち」が占める割合が減り、「子どもの心

身状況」及び「親・家族の精神不安」が占める

割合が高くなっていることが明らかである。 

 

考 察 

 以上、「きらきら」に寄せられる子育て相談の

内容を経年的にまとめた結果、以下のことが明

らかとなった。 
①匿名性・即応性へのニーズの表面化 
 のべ相談件数の推移をみると、減少傾向にあ

るように見えるものの、一定数の相談件数が寄

せられている。子ども数の減少が著しい今日、

大きな減少傾向もなく相談が寄せられているこ

とから、「きらきら」が存在することで、匿名性・

即応性に応じる子育て相談ニーズの存在とその

表面化に寄与していることがわかる。 
加えて、「きらきら」の認知度の高まりがあ

る（図 10）。 

 
図 10 新潟市民における「きらきら」認知度 

出典：図 1 及び図 2 と同じ 

 
運営主体である新潟市社協及び新潟市が、リ

ーフレットの作成や新潟市の子育て情報誌「Ｓ

ＫＩＰ」等に掲載する等を通じて、積極的に広

報活動していることもある。平成 28 年度の相談

件数増加の背景には、同年に新潟市社協が「き

らきら」を広報するカードを小学校に配布した

ことが推察される。保護者等に情報が伝わるこ

とで、相談できる場への認知が高まり、ニーズ

が掘り起こされていることがわかる。 

②子ども期全体をカバーする対応 
 相談したい子どもの年齢の結果から、青年期

まで含めた子ども期をカバーしていることが明

らかになった。既存の子育て相談窓口は、就学

前と学童期、学童期と青年期で分断されている

ものが多い中で、「きらきら」は子どもの年齢を

青年期まで連続的に対応していることで、子ど

も期全体をカバーすることが可能となっている。 
子育て相談は、保護者等にとって決してハー

ドルの低いものではない。保護者は、子育て相

談を「特別なこと」を受け止める傾向があり、

日常の子育てで生じることを他者に話すことを

「相談」とは受け止めない傾向にある（小池ら

2018）。ハードルの低い、相談内容を区切らない

「きらきら」は、相談者にとって、身近で利用

者主体で利用することが可能な相談窓口として

機能していることがわかる。 
③社会状況を反映した柔軟な相談対応 
 相談内容のうち「不安・悩み・いらだち」が

占める割合の高さに加えて、その詳細を確認す

ると相談者の不安や悩み、いらだちの背景にあ

ることが推察される「子どもの心身状況」及び

「親・家族の心身状況」が一定の割合を占める

ようになっていることが明らかになった。子ど

もの発達に関する不安の高まり、親自身の心身

状況が不安定ななかでの子育てが起きているこ

とが明らかである。いずれも今日的課題であり、

制度の充実を図りつつあるのが現状である。「き

らきら」は、社会状況に応じて生じている相談

に柔軟に応じ、その対応が整うまでの期間の隙

間を埋める役割を果たしているとも言えるだろ

う。 

結 語 

 包括的な子育て相談体制が整いつつあるなか

で、電話相談は相談者に身近な相談窓口として

機能することが可能であり、相談体制全体を俯

瞰したときには、このような位置づけの相談機

関があることで包括支援が可能であることが明

らかになった。 
 

今後の課題 

本研究では、「きらきら」の機能の一つであ

 

5．（相談したい）子どもの年齢（図 7） 
 乳幼児の相談が多いものの、小中学生の子ど

もの相談が一定の割合を占めていることがわか

る。 

6．相談主訴（図８） 
 最も多いのは「悩み・不安・いらだち」であ

る。開設当初生じていた「虐待」「障がい関係」

は年々減少している。 

図７ （相談したい）子どもの年齢 

図８ 相談主訴 

図９ 相談主訴「悩み・不安・いらだち」の詳細 
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る「子どもの年齢・相談を区切らない相談体制

であること」に焦点をあて分析を行った。「きら

きら」が持つ他の機能が、子育て包括支援体制

のなかで果たす役割について明らかにすること

及び他の子育てに関する電話相談との比較を行

うことが今後の課題である。 
 

付 記 

本研究は、新潟人間生活学会 第 10 回学術

大会におけるポスター発表「包括的な電話相談

から見える子育ての現状について～『子育てな

んでも相談センターきらきら』の縦断的データ

分析を通して～」を加筆修正したものである。 
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英語力が幸福度に与える影響―幸福度研究的アプローチ― 
 

寺田好秀 1*  

 
本稿では、社会全体の人口動態を反映させた『慶應義塾家計パネル調査』を利用して、

幸福度研究の観点から個人の幸福度に英語力が与える影響に関して分析を行い、推計した

結果を報告する。幸福度研究は、主観的幸福度と呼ばれる人々の主観的な生活の評価や幸

福度を中心に研究する複合領域の分野にある。分析の結果、男性の「英語力」を確認する

と有意ではなく、女性の「英語力」を確認すると係数が正の値を取り、5％水準で有意であ

った。このことから、(1)男性は英語力が高くても幸福度が上がらない、一方で(2)女性は英

語力が高いと幸福度が上がることが明らかになった。 
 
キーワード： 英語力，慶應義塾家計パネル調査、主観的幸福度、順序プロビット・モデ

ル 
 
 

はじめに 

 2020 年度より小学 3年生からの英語必修化が

完全実施され、企業では英語の社内公用語化が

進み、英語力を習得する必要性は衰えるところ

を知らない。しかし、大半の人にとって人生の

究極の目標は幸福になることといえるが、苦労

して身に付けた英語力は幸福度の獲得に貢献し

ているのだろうか。英語学習は辛いだけで、不

幸の要因になっていないだろうか。 
 本稿では、社会全体の人口動態を反映させた

『慶應義塾家計パネル調査』(以下、KHPS)を利

用して、幸福度研究の視点から個人の幸福度に

英語力が与える影響について分析をする。幸福

度研究は、主観的幸福度と呼ばれる人々の主観

的な生活の評価や幸福度を中心に研究する複合

領域の分野にあり、哲学に始まり、医学、公衆

衛生、心理学、社会学、経済学などの分野の研

究者が取り組んでいる。 
 幸福度研究において、これまで幸福度の決定

要因として分析されてきたものは、所得、所得

格差、労働、性別や年齢などの個人属性、婚姻

状況などの社会的属性、政治経済体制や国民性

など数多くある。本研究はこの系譜上に位置し、

英語力を検討した点に独自性がある。 
 

方法 

 自己申告による主観的幸福度は、ミクロ計量

経済学による「幸福関数：Wi=α+βXi+εi」という

モデルを使用し、推計は順序プロビット・モデ

ルか順序ロジット・モデルで行う 1)。本稿では

前者の順序プロビット・モデルを採用する。 
 利用する KHPS について慶應義塾大学パネル

データ設計・解析センターのウェブページ 2) を
基に説明を行う。KHPS は 2004 年から調査を実

施し、2007 年、2012 年に新規コホートを追加し

ている。当初予定したサンプルサイズは、

KHPS2004 は 4,000 、 KHPS2007 は 1,400 、

KHPS2012 は 1,000 である。調査対象は 20 歳～

69 歳の男女で、層化 2 段無作為抽出法により

選定している。抽出の第 1 段階では、全国を地

方・都市階級により 24 層に層化し、各層に住

民基本台帳人口の人口割合に合わせて標本数を

配分し、そのうえで、1 つの調査地域あたりの

標本数を 10 程度（KHPS2007、KHPS2012 で

1 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 
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